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令和７年度 あま市地域防災計画の修正要旨 
 

Ⅰ あま市地域防災計画の修正の根拠 
あま市地域防災計画は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等に関する事項別の計画

について定めた総合的な計画であり、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、修正

しなければならないとされている（災害対策基本法第４２条）。 

また、地域防災計画の作成、修正はあま市防災会議の所掌事務とされている。（災害対

策基本法第１６条）。 

 

Ⅱ 本年度の主な修正事項 

１．避難生活の良好な生活環境確認に向けた修正・・・・・・・2Ｐ 

２．情報の収集・連絡体制の整備に係る修正・・・20Ｐ 
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１．避難生活の良好な生活環境確保に向けた修正 

  

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等編  第２編 第９章  第１節 避難所の指定・整備等 

         第３編 第６章  第２節 防疫・保健衛生 

         第３編 第９章  第１節 避難所の開設・運営 

■地震・津波編 第２編 第 7 章  第１節 避難所の指定・整備等 

        第３編 第７章  第２節 防疫・保健衛生 

        第３編 第１０章 第１節 避難所の開設・運営 

■風水害等編（P71） 

現行 修正案 

第 1 節 避難所の指定・整備等 第 1節 避難所の指定・整備等 

１ 市における措置 

⑴ 避難所等の整備 

市は、地域の実情に応じた避難者数を想

定し、さらに市町村相互の応援協力体制の

バックアップのもとに避難所等の整備を図

る。 

また、避難者が最寄りの避難所等へ避難

できるよう、必要に応じて行政界を越えて

の避難を考慮して整備していくものとす

る。 

⑵ 指定避難所の指定 

ア 市は、避難所が被災した市民が一定期

間滞在する場であることに鑑み、円滑な

救援活動を実施し、また一定の生活環境

を確保する観点から、学校や公民館等の

市民に身近な公共施設等を災対法施行令

の定める規模条件、構造条件、立地条

件、交通条件等の基準に従って指定する

ものとする。（資料編４－２を参照） 

イ 上記アの基準に加え、避難所として指

定する施設は、耐震性、耐火性の確保、

天井等の非構造部材の耐震対策を図ると

ともに、バリアフリー化しておくことが

望ましい。 

ウ 避難者の避難状況に即した最小限のス

ペースを、次のとおり確保するととも

に、避難所運営に必要な本部、会議、医

療、要配慮者等に対応できるスペースを

確保するものとする。（追加） 

＜一人当たりの必要占有面積＞ 

１㎡／

人 

発災直後の一時避難段階で座った状

態程度の占有面積 

１ 市における措置 

⑴ 避難所等の整備 

市は、地域の実情に応じた避難者数を想

定し、さらに市町村相互の応援協力体制の

バックアップのもとに避難所等の整備を図

る。 

また、避難者が最寄りの避難所等へ避難

できるよう、必要に応じて行政界を越えて

の避難を考慮して整備していくものとす

る。 

⑵ 指定避難所の指定 

ア 市は、避難所が被災した市民が一定期

間滞在する場であることに鑑み、円滑な

救援活動を実施し、また一定の生活環境

を確保する観点から、学校や公民館等の

市民に身近な公共施設等を災対法施行令

の定める規模条件、構造条件、立地条

件、交通条件等の基準に従って指定する

ものとする。（資料編４－２を参照） 

イ 上記アの基準に加え、避難所として指

定する施設は、耐震性、耐火性の確保、

天井等の非構造部材の耐震対策を図ると

ともに、バリアフリー化しておくことが

望ましい。 

ウ 内閣府が作成した「避難生活における

良好な生活環境の確保に向けた取組指

針」を踏まえ、避難者の居住スペースを

確保するものとする。 

エ 指定避難所となる施設において、あら

かじめ、必要な機能を整理し、避難所内

の空間配置図やレイアウト図などの施設

の利用計画を作成するよう努める。ま

た、備蓄場所の確保、通信設備の整備等
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現行 修正案 

２㎡／

人 

緊急対応初期の段階での就寝可能な

占有面積 

３㎡／

人 

避難所生活が長期化し、荷物置き場

を含めた占有面積 

※ 介護が必要な要配慮者のスペース規

模は、収容配置上の工夫を行う。ま

た、避難者の状況に応じた必要な規模

の確保に努める必要がある。 

＜新型コロナウイルス（削除） 

感染症対応時の必要占有面積＞ 

一家族が、目安で３ｍ×３ｍの１区画を使

用し、各区画（一家族）の距離は１～２ｍ

以上空ける（※人数に応じて区画の広さは

調整する。）。 

 

エ 指定避難所となる施設において、あら

かじめ、必要な機能を整理し、（追記）備

蓄場所の確保、通信設備の整備等を進め

るものとする。 

オ 指定に当たっては、原則として、防災

関係機関、教育機関の管理諸室、病院等

医療救護施設、ヘリポート、物資集配拠

点等の災害対策に必要な施設を避難所と

して使用しないこととする。また、災害

発生時に複数の避難者がやむを得ず指定

避難所以外の施設に避難した場合は、そ

の場所を新たに避難所として追認、登録

することが必要である。 

カ 市は、指定管理施設を指定避難所とす

る場合には、施設の設置者及び指定管理

者との間で、あらかじめ避難所運営に関

する役割分担等を明確にしておくものと

する。 

キ（（３））ウより転記） 

⑶ （追記）福祉避難所の整備 

ア 市は、指定避難所内の一般避難スペー

スでは生活することが困難な障がい者、

医療的ケアを必要とする者等の要配慮者

のため、必要に応じて、（追記）福祉避難

所を指定するよう努めるものとする。特

に、医療的ケアを必要とする者に対して

は、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の

電源確保等について必要な配慮をするよ

う努めるものとする。 

を進めるものとする。 

オ 指定に当たっては、原則として、防災

関係機関、教育機関の管理諸室、病院等

医療救護施設、ヘリポート、物資集配拠

点等の災害対策に必要な施設を避難所と

して使用しないこととする。また、災害

発生時に複数の避難者がやむを得ず指定

避難所以外の施設に避難した場合は、そ

の場所を新たに避難所として追認、登録

することが必要である。 

カ 市は、指定管理施設を指定避難所とす

る場合には、施設の設置者及び指定管理

者との間で、あらかじめ避難所運営に関

する役割分担等を明確にしておくものと

する。 

キ 指定緊急避難場所と指定避難所は相互

に兼ねることができるが、指定緊急避難

場所と指定避難所が相互に兼ねる場合に

おいては、特定の災害においては当該施

設に避難することが不適当である場合が

あることを日頃から住民等へ周知徹底す

るよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 指定福祉避難所の指定 

ア 市は、指定一般避難所内では生活する

ことが困難な障がい者、医療的ケアを必

要とする者等の要配慮者のため、必要に

応じて、指定福祉避難所を指定するよう

努めるものとする。特に、医療的ケアを

必要とする者に対しては、人工呼吸器や

吸引器等の医療機器の電源確保等につい

て必要な配慮をするよう努めるものとす

る。 

イ 市は、指定福祉避難所として要配慮者
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現行 修正案 

イ 市は、福祉避難所として配慮者を滞在

させることが想定される施設にあって

は、要配慮者の円滑な利用を確保するた

めの措置が講じられており、また、災害

が発生した場合において要配慮者が相談

等の支援を受けることができる体制が整

備され、主として要配慮者を滞在させる

ために必要な居室が可能な限り確保され

るものを指定するものとする。特に、要

配慮者に対して円滑な情報伝達ができる

よう、多様な情報伝達手段の確保に努め

るものとする。 

ウ 指定緊急避難場所と指定避難所が相互

に兼ねることができるが、指定緊急避難

場所と指定避難所が相互に兼ねる場合に

おいては、特定の災害においては当該施

設に避難することが不適当である場合が

あることを日頃から住民等へ周知徹底す

るよう努めるものとする。 

エ 市は、（追記）福祉避難所について、受

入れを想定していない避難者が避難して

くることがないよう、必要に応じて、あ

らかじめ（追記）福祉避難所として指定

避難所を指定する際に、受入れ対象者を

特定して公示するものとする。 

オ 市は、前述の公示を活用しつつ、（追

記）福祉避難所で受け入れるべき要配慮

者を事前に調整の上、個別避難計画等を

作成し、要配慮者が、避難が必要となっ

た際に（追記）福祉避難所へ直接避難す

ることができるよう努めるものとする。 

⑷ 避難所としての適切な施設 

避難所として適切な施設は公立学校、公

民館等であるが、適当な施設がない場合

は、公園、広場を利用して、野外へ建物を

仮設し、又はテント等を設営する。この場

合、平素から安全な広場等及び仮設に必要

な避難用テント等の資機材の調達可能数を

把握確認しておくものとする。 

なお、必要に応じ行政界を越えての避難

を考慮し、整備していくものとする。 

⑸ 避難所が備えるべき設備の整備 

避難所には、内閣府が作成した「避難所

における良好な生活環境の確保に向けた取

を滞在させることが想定される施設に

あっては、要配慮者の円滑な利用を確保

するための措置が講じられており、ま

た、災害が発生した場合において要配慮

者が相談等の支援を受けることができる

体制が整備され、主として要配慮者を滞

在させるために必要な居室が可能な限り

確保されるものを指定するものとする。

特に、要配慮者に対して円滑な情報伝達

ができるよう、多様な情報伝達手段の確

保に努めるものとする。 

ウ 市は、指定福祉避難所について、受入

れを想定していない避難者が避難してく

ることがないよう、必要に応じて、あら

かじめ指定福祉避難所として指定する際

に、受入れ対象者を特定して公示するも

のとする。 

 

エ 市は、前述の公示を活用しつつ、指定

福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を

事前に調整の上、個別避難計画等を作成

し、要配慮者が、避難が必要となった際

に指定福祉避難所へ直接避難することが

できるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

⑷ 避難所としての適切な施設 

避難所として適切な施設は公立学校、公

民館等であるが、適当な施設がない場合

は、公園、広場を利用して、野外へ建物を

仮設し、又はテント等を設営する。この場

合、平素から安全な広場等及び仮設に必要

な避難用テント等の資機材の調達可能数を

把握確認しておくものとする。 

なお、必要に応じ行政界を越えての避難

を考慮し、整備していくものとする。 

⑸ 避難所が備えるべき設備の整備 

避難所には、内閣府が作成した「避難生

活における良好な生活環境の確保に向けた

取組指針」を踏まえ、給水タンク、貯水
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現行 修正案 

組指針」を踏まえ、（追記）テント、仮設ト

イレ、マンホールトイレ、毛布、段ボール

ベッド、パーティション（追記）等の整備

を図るとともに、マスク、消毒液の備蓄に

努める。さらに、空調・洋式トイレ等要配

慮者にも配慮した施設・設備の整備に努め

る。 

なお、バリアフリー化がされていない施

設を避難所とした場合には、要配慮者が利

用しやすいよう障がい者用トイレ、スロー

プ等の仮設に努める。 

また、必要に応じ指定避難所の電力容量

の拡大に努めるとともに、緊急時に有効な

次の設備について、平常時から避難所等に

備え付け、利用できるよう整備に努めてい

く。 

ア 情報受発信手段の整備：防災行政無

線、携帯電話、（追記）ファクシミリ、パ

ソコン、拡声器、コピー機、テレビ、携

帯ラジオ、ホワイトボード、公衆無線LAN

等 

イ 運営事務機能の整備：コピー機、パソ

コン、避難所を運営するためのシステ

ム、業務用ネットワーク等 

ウ バックアップ設備の整備：投光器、再

生可能エネルギーの活用を含めた非常用

発電設備等 

 

⑹ 避難所の破損等への備え 

市は、避難所として指定した施設等の

破損に備えて、避難用テントの備蓄等を

図る。 

⑺ 避難所の運営体制の整備 

ア 市は、平成２７年度に作成した「あま

市避難所運営マニュアル」等を活用し、

各地域の実情を踏まえ、避難所ごとに運

営体制の整備を図るものとする。 

また、県が作成した「愛知県避難所運

営マニュアル」や「妊産婦・乳幼児を守

る災害時ガイドライン」等を活用し、各

地域の実情を踏まえた避難所ごとに運営

体制の整備を図るものとする。 

イ 市は、マニュアルの作成、訓練等を通

じて、避難所の運営管理のために必要な

槽、防災井戸、テント、仮設トイレ、マン

ホールトイレ、毛布、段ボールベッド、

パーティション、炊き出し設備、入浴設備

等の整備を図るとともに、マスク、消毒液

の備蓄に努める。さらに、空調・洋式トイ

レ等要配慮者にも配慮した施設・設備の整

備に努める。 

なお、バリアフリー化がされていない施

設を避難所とした場合には、要配慮者が利

用しやすいよう障がい者用トイレ、スロー

プ等の仮設に努める。 

また、必要に応じ指定避難所の電力容量

の拡大に努めるとともに、緊急時に有効な

次の設備について、平常時から避難所等に

備え付け、利用できるよう整備に努めてい

く。 

ア 情報受発信手段の整備：防災行政無

線、携帯電話、衛星通信を活用したイン

ターネット機器、ファクシミリ、パソコ

ン、拡声器、コピー機、テレビ、携帯ラ

ジオ、ホワイトボード、公衆無線 LAN 等 

イ 運営事務機能の整備：コピー機、パソ

コン、避難所を運営するためのシステ

ム、業務用ネットワーク等 

ウ バックアップ設備の整備：投光器、再

生可能エネルギーの活用を含めた非常用

発電設備等 

⑹ 避難所の破損等への備え 

市は、避難所として指定した施設等の破

損に備えて、避難用テントの備蓄等を図

る。 

⑺ 避難所の運営体制の整備 

ア 市は、平成２７年度に作成した「あま

市避難所運営マニュアル」等を活用し、

各地域の実情を踏まえ、避難所ごとに運

営体制の整備を図るものとする。 

また、県が作成した「愛知県避難所運

営マニュアル」や「妊産婦・乳幼児を守

る災害時ガイドライン」等を活用し、各

地域の実情を踏まえた避難所ごとに運営

体制の整備を図るものとする。 

イ 市は、マニュアルの作成、訓練等を通

じて、避難所の運営管理のために必要な

知識等の普及に努め、市民等が主体的に
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現行 修正案 

知識等の普及に努め、市民等が主体的に

避難所を運営できるように配慮する。 

  また、避難生活支援に関する知見やノ

ウハウを有する地域の人材の確保・育成

に努めるものとする。さらに、避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地

域の人材に対して協力を求めるなど、地

域全体で避難者を支えることができるよ

う留意すること。 

ウ 避難所の運営にあたっては、現に避難

所に滞在する市民だけでなく、在宅や車

中、テント等での避難生活を余儀なくさ

れる市民への支援も念頭に置いた運営体

制を検討する。 

エ 市は、避難所でのペット同行避難者の

受入体制について検討する。 

オ 市は、避難所に避難したホームレスに

ついて、住民票の有無等に関わらず適切

に受け入れられるよう、地域の実情や他

の避難者の心情等について勘案しなが

ら、あらかじめ受け入れる方策について

定めるよう努めるものとする。 

カ 新型コロナウイルス感染症を含む感染

症対策について、感染症患者が発生した

場合の対応を含め、県が作成した「避難

所における新型コロナウイルス感染拡大

予防ガイドライン」などを参考に、平常

時から防災担当部局と保健福祉担当部局

が連携して取組を進めるとともに、必要

な場合には、ホテルや旅館等の活用等を

含めて、可能な限り多くの避難所の開設

に努めるものとする。 

キ 新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の拡大のおそれがある状況下での災害

対応に備え、感染症対策に配慮した避難

所開設・運営訓練を積極的に実施するも

のとする。 

  （追記） 

 

避難所を運営できるように配慮する。 

  また、避難生活支援に関する知見やノ

ウハウを有する地域の人材の確保・育成

に努めるものとする。さらに、避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地

域の人材に対して協力を求めるなど、地

域全体で避難者を支えることができるよ

う留意すること。 

ウ 避難所の運営にあたっては、現に避難

所に滞在する市民だけでなく、在宅や車

中、テント等での避難生活を余儀なくさ

れる市民への支援も念頭に置いた運営体

制を検討する。 

エ 市は、避難所でのペット同行避難者の

受入体制について検討し、受入体制を住

民へ周知徹底する。 

オ 市は、避難所に避難したホームレスに

ついて、住民票の有無等に関わらず適切

に受け入れられるよう、地域の実情や他

の避難者の心情等について勘案しなが

ら、あらかじめ受け入れる方策について

定めるよう努めるものとする。 

カ （削除）感染症対策について、（削除）

平常時から防災担当部局と保健福祉担当

部局が連携して取組を進めるとともに、

必要な場合には、ホテルや旅館等の活用

等を含めて、可能な限り多くの避難所の

開設に努めるものとする。 

 

 

 

キ （削除）感染症の拡大のおそれがある

状況下での災害対応に備え、感染症対策

に配慮した避難所開設・運営訓練を積極

的に実施するものとする。 

 

⑻ 避難者等の情報把握 

   市は、保健師、福祉関係者、ＮＰО等

の様々な主体が地域の実情に応じて実施

している避難者等の状況把握の取組を円

滑に行うことができるよう事前に実施主

体間の調整を行うとともに、状況把握が

必要な対象者や優先順位付け、個人情報

の利用目的や共有範囲について、あらか
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じめ、検討するよう努めるものとする。 

⑼ 避難所以外で避難生活を送る避難者等へ

の支援 

 ア 市は、在宅避難者等が発生する場所

や、避難所のみで避難者等を受け入れる

ことが困難となる場合に備えて、あらか

じめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等

が利用しやすい場所に在宅避難者等の支

援のための拠点を設置すること等、在宅

避難者等の支援方策を検討するよう努め

るものとする。 

 イ 市は、やむを得ず車中泊により避難生

活を送る避難者が発生する場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、車

中泊避難を行うためのスペースを設置す

ること等、車中泊避難者の支援方策を検

討するよう努めるものとする。その際、

車中泊を行うに当たっての健康上の留意

点等の広報や車中泊避難者の支援に必要

な物資の備蓄に努めるものとする。 

 

 

 

 

■風水害等編（P159） 

現行 修正案 

第２節 防疫・保健衛生 第２節 防疫・保健衛生 

１ 市（保健所設置市を除く）における措置 

⑴ 防疫組織 

市長を実施責任者とし、防疫は市民生活

部環境衛生班が実施し、被災者の健康管理

等は同医療救護班が実施する。 

⑵ 防疫活動 

実施に当たっては、津島保健所等の指示

により、また協力を得て、防疫活動を行

う。 

ア 感染症の病原体に汚染された場所の消

毒等 

（ア） 市は、区、自主防災組織等の協力を

得て、道路、溝渠、公園等公共の場所

を中心に消毒を実施し、清掃を行う。 

イ ねずみ族、昆虫等の駆除 

市は、汚物堆積地帯その他に対し、殺

虫、殺そ剤を散布する。 

1 市（保健所設置市を除く）における措置 

⑴ 防疫組織 

市長を実施責任者とし、防疫は市民生活

部環境衛生班が実施し、被災者の健康管理

等は同医療救護班が実施する。 

⑵ 防疫活動 

実施に当たっては、津島保健所等の指示

により、また協力を得て、防疫活動を行

う。 

ア 感染症の病原体に汚染された場所の消

毒等 

（ア） 市は、区、自主防災組織等の協力を

得て、道路、溝渠、公園等公共の場所

を中心に消毒を実施し、清掃を行う。 

イ ねずみ族、昆虫等の駆除 

市は、汚物堆積地帯その他に対し、殺

虫、殺そ剤を散布する。 
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ウ 感染症法による生活の用に供される水

の供給を実施する。 

エ 避難所の生活環境を確保するため、必

要に応じ、仮設トイレやマンホールトイ

レを早期に設置するとともに、（追記）被

災地の衛生状態の保持のため、清掃、し

尿処理、生活ごみの収集処理等について

も必要な措置を講ずるように努める。 

⑶ 臨時予防接種の実施 

市は、知事から臨時予防接種の実施の指

示を受けた場合には、その指示に従い適確

に実施する。 

⑷ 広報及び健康指導 

市は、県と連携して、被災地の地域住民

に対し、感染症予防のための指導及び広報

を行う。 

ウ 感染症法による生活の用に供される水

の供給を実施する。 

エ 避難所の生活環境を確保するため、必

要に応じ、仮設トイレやマンホールトイ

レを早期に設置するとともに、内閣府が

作成した「避難生活における良好な生活

環境の確保に向けた取組指針」を踏ま

え、簡易トイレ、トイレカー、トイレト

レーラー等のより快適なトイレの設置に

配慮するよう努めるものとする。また、

被災地の衛生状態の保持のため、清掃、

し尿処理、生活ごみの収集処理等につい

ても必要な措置を講ずるように努める。 

⑶ 臨時予防接種の実施 

市は、知事から臨時予防接種の実施の指

示を受けた場合には、その指示に従い適確

に実施する。 

⑷ 広報及び健康指導 

市は、県と連携して、被災地の地域住民

に対し、感染症予防のための指導及び広報

を行う。 

 

 

 

■風水害等編（P179） 

現行 修正案 

第 1 節 避難所の開設・運営 第 1節 避難所の開設・運営 

１ 市及び県における措置 

⑴ 避難所の開設 

市は、災害のため避難した居住者、滞在

者及び被災した市民等を、一時的に滞在さ

せるための施設として、避難所を必要に応

じて開設するものとする。また、避難所を

開設する場合は、あらかじめ施設の安全性

を確認するものとする。ただし、ライフラ

インの回復に時間を要すると見込まれる場

合や、道路の途絶による孤立が見込まれる

場合は、当該地域に指定避難所を設置・維

持することの適否を検討するものとする。 

また、避難所を開設した場合に関係機関

等による支援が円滑に講じられるよう、避

難所の開設状況等を適切に県に報告し、県

は、その情報を国に共有するよう努めるも

1 市及び県における措置 

⑴ 避難所の開設 

市は、災害のため避難した居住者、滞在

者及び被災した市民等を、一時的に滞在さ

せるための施設として、避難所を必要に応

じて開設するものとする。また、避難所を

開設する場合は、あらかじめ施設の安全性

を確認するものとする。ただし、ライフラ

インの回復に時間を要すると見込まれる場

合や、道路の途絶による孤立が見込まれる

場合は、当該地域に指定避難所を設置・維

持することの適否を検討するものとする。 

また、避難所を開設した場合に関係機関

等による支援が円滑に講じられるよう、避

難所の開設状況等を適切に県に報告し、県

は、その情報を国に共有するよう努めるも
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のとする。 

⑵ 多様な避難所の確保 

要配慮者に配慮して、被災地以外の地域

にあるものを含め、旅館・ホテル等を避難

所として借り上げる等、多様な避難所の確

保に努めるものとする。 

⑶ 他市町村又は県に対する応援要請 

市は、自ら避難所の開設が困難な場合、

他市町村又は県へ避難所の開設につき応援

を要請する。 

⑷ 避難所の運営 

市は、避難所内の混乱を防止し、安全か

つ適切な管理を図るため、避難所には職員

等を配置するとともに、避難所の運営に当

たっては、次の点に留意する。 

ア 避難所運営マニュアルに基づく避難所運  

 営 

市が作成した「あま市避難所運営マニュ

アル」に基づき、避難所の円滑な運営を図

る。 

イ 避難者の把握 

必要な物資等の数量を確実に把握するた

め、避難者に世帯単位での登録を求め、避

難所ごとに避難している人員の把握に努め

ること。なお、収容能力からみて支障があ

ると判断したときは、速やかに適切な措置

を講ずること。 

また、避難所に避難したホームレスにつ

いて、住民票の有無等に関わらず適切に受

け入れるものとする。 

ウ 避難所が危険になった場合の対応 

避難所が万一危険になった場合、再避難

等についての対策を把握し、混乱のないよ

う適切な措置を講ずること。 

エ 避難者のニーズ把握と生活環境、プライ

バシーへの配慮 

避難者のニーズを早急に把握し、避難所

における生活環境に注意を払い、良好な生

活の確保に努めるとともに、避難者のプラ

イバシーの確保に配慮すること。（追記） 

オ 避難所運営における女性の参画等 

避難所の運営における女性の参画を推進

するとともに、男女のニーズの違い等男女

双方の視点等に配慮するものとする。特

のとする。 

⑵ 多様な避難所の確保 

要配慮者に配慮して、被災地以外の地域

にあるものを含め、旅館・ホテル等を避難

所として借り上げる等、多様な避難所の確

保に努めるものとする。 

⑶ 他市町村又は県に対する応援要請 

市は、自ら避難所の開設が困難な場合、

他市町村又は県へ避難所の開設につき応援

を要請する。 

⑷ 避難所の運営 

市は、避難所内の混乱を防止し、安全か

つ適切な管理を図るため、避難所には職員

等を配置するとともに、避難所の運営に当

たっては、次の点に留意する。 

ア 避難所運営マニュアルに基づく避難所運  

 営 

市が作成した「あま市避難所運営マニュ

アル」に基づき、避難所の円滑な運営を図

る。 

イ 避難者の把握 

必要な物資等の数量を確実に把握するた

め、避難者に世帯単位での登録を求め、避

難所ごとに避難している人員の把握に努め

ること。なお、収容能力からみて支障があ

ると判断したときは、速やかに適切な措置

を講ずること。 

また、避難所に避難したホームレスにつ

いて、住民票の有無等に関わらず適切に受

け入れるものとする。 

ウ 避難所が危険になった場合の対応 

避難所が万一危険になった場合、再避難

等についての対策を把握し、混乱のないよ

う適切な措置を講ずること。 

エ 避難者のニーズ把握と生活環境、プライ

バシーへの配慮 

避難者のニーズを早急に把握し、避難所

における生活環境に注意を払い、良好な生

活の確保に努めるとともに、避難者のプラ

イバシーの確保に配慮すること。そのた

め、避難所開設当初からパーティションや

段ボールベッド等の簡易ベッドを設置する

よう努めるとともに、食事供与の状況、ト

イレの設置状況等の把握に努め、必要な対
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に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室

の設置や生理用品、女性用下着の女性によ

る配布、避難所における安全性の確保等、

女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難

所の運営に努めるものとする。 

カ 避難者への情報提供 

常に市の災害対策本部と情報連絡を行

い、正しい情報を避難者に知らせて、流言

飛語の流布防止と不安の解消に努めるこ

と。 

特に、自宅での生活への復帰を避難者へ

促す目安となるよう、ライフラインの復旧

状況等、日常生活に関わる情報を避難所に

も提供するように努める。 

また、目の見えない人や耳の聞こえない

人、外国人等への情報提供方法について、

「あま市避難所運営マニュアル」の「避難

所利用者の事情に配慮した広報の例」を参

考に配慮するものとする。 

キ 要配慮者へ支援 

避難所内に要配慮者がいることを認めた

場合は、民生委員・児童委員、自主防災組

織、ボランティア等の協力を得て、速やか

に適切な措置を講ずる。なお、必要に応じ

て福祉施設等への入所、保健師、ホームヘ

ルパー等による支援を行うものとする。 

ク 物資の配給等避難者への生活支援 

給食、給水、その他当面必要とされる物

質の配給等、避難者への生活支援にあって

は、公平に行うことを原則として、適切迅

速な措置をとること。 

（追記） 

なお、食物アレルギーや宗教上の理由等

により食べられないものがある者につい

て、「あま市避難所運営マニュアル」を参考

に配慮するものとする。 

ケ 避難所以外の場所に滞在する被災者への

対応 

避難所のハード面の問題や他の避難者と

の関係等から、在宅や車中、テント等での

生活を余儀なくされる要配慮者や、災害が

収まった後に家屋の被害や電気、水道、ガ

ス等のライフラインの機能低下により生活

が困難となった被災者に対して、その避難

策を講じること。 

オ 避難所運営における女性の参画等 

避難所の運営における女性の参画を推進

するとともに、男女のニーズの違い等男女

双方の視点等に配慮するものとする。特

に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室

の設置や生理用品、女性用下着の女性によ

る配布、避難所における安全性の確保等、

女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難

所の運営に努めるものとする。 

カ 避難者への情報提供 

常に市の災害対策本部と情報連絡を行

い、正しい情報を避難者に知らせて、流言

飛語の流布防止と不安の解消に努めるこ

と。 

特に、自宅での生活への復帰を避難者へ

促す目安となるよう、ライフラインの復旧

状況等、日常生活に関わる情報を避難所に

も提供するように努める。 

また、目の見えない人や耳の聞こえない

人、外国人等への情報提供方法について、

「あま市避難所運営マニュアル」の「避難

所利用者の事情に配慮した広報の例」を参

考に配慮するものとする。 

キ 要配慮者へ支援 

避難所内に要配慮者がいることを認めた

場合は、民生委員・児童委員、自主防災組

織、ボランティア等の協力を得て、速やか

に適切な措置を講ずる。なお、必要に応じ

て福祉施設等への入所、保健師、ホームヘ

ルパー等による支援を行うものとする。 

ク 物資の配給等避難者への生活支援 

給食、給水、その他当面必要とされる物

質の配給等、避難者への生活支援にあって

は、公平に行うことを原則として、適切迅

速な措置をとること。 

また、内閣府が作成した「避難生活にお

ける良好な生活環境の確保に向けた取組指

針」を踏まえ、栄養バランスの取れた適温

の食事の提供等質の確保にも配慮するこ

と。 

なお、食物アレルギーや宗教上の理由等

により食べられないものがある者につい

て、「あま市避難所運営マニュアル」を参考
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生活の環境整備に必要な措置を講じる。 

コ 避難者、自主防災組織、ボランティア等

の協力による運営 

避難所における情報の伝達、生活物資の

配給、清掃等について、避難者、自主防災

組織、避難所運営について専門性を有した

ＮＰＯやボランティア等の協力が得られる

よう努める。 

サ ペットの取扱い 

必要に応じて、ペットの飼育場所の確保

に努めるものとし、避難者が避難所へペッ

トを連れてきた場合は、「避難所ペット登録

台帳」に登録するとともに、飼育場所や飼

育ルールを飼育者及び避難者へ周知・徹底

を図る。また、（追記）獣医師会や動物取扱

業者等から必要な支援が受けられるよう、

連携に努めるものとする。 

シ 公衆衛生の向上のための事業者団体への

要請 

市は、災害発生後、一定期間が経過し、

避難所の被災者に対する理容及び美容の提

供、被災者に対する入浴の提供、及び避難

所等で被災者が使用する自治体所有の毛

布、シーツ等のクリーニングの提供を必要

とする場合は、県が締結した「生活衛生同

業組合との災害時における被災者支援に関

する協定」に基づき、県を通じ生活衛生同

業組合へ要請する。避難所の衛生的な環境

の確保が困難となった場合は、県が締結し

た「災害時における避難所等の清掃業務の

支援に関する協定」に基づき、県を通じ一

般社団法人愛知ビルメンテナンス協会へ業

務の提供を要請する等避難所の公衆衛生の

向上に努めるものとする。 

ス 感染症対策 

市は、被災地において感染症の発生、拡

大がみられる場合は、防災担当部局と保健

福祉担当部局が連携して、感染症対策とし

て必要な措置を講じるよう努めるものとす

る。 

 

に配慮するものとする。 

ケ 避難所以外の場所に滞在する被災者への

対応 

避難所のハード面の問題や他の避難者と

の関係等から、在宅や車中、テント等での

生活を余儀なくされる要配慮者や、災害が

収まった後に家屋の被害や電気、水道、ガ

ス等のライフラインの機能低下により生活

が困難となった被災者等が一人ひとりの事

情や状況に応じて適切な場所で避難生活を

送ることができるよう、内閣府が作成した

「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」

を踏まえ、避難生活の環境整備に必要な措

置を講じること。 

コ 在宅避難者等の支援拠点 

市は、在宅避難者等の支援拠点が設置さ

れた場合は、利用者数、食料等の必要な物

資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等

の支援を行うものとし、被害者支援に係る

情報を支援のための拠点の利用者に対して

も提供するものとする。 

サ 車中泊避難を行うためのスペース 

市は、車中泊避難を行うためのスペース

が設置された場合は、車中泊避難を行うた

めのスペースの避難者数、食料等の必要な

物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充

等の支援を行うものとし、被災者支援に係

る情報を車中泊避難を行うためのスペース

の避難者に対しても提供するものとする。

この際、車中泊避難の早期解消に向け、必

要な支援の実施等に配慮するよう努めるも

のとする。 

シ 避難者、自主防災組織、ボランティア等

の協力による運営 

避難所における情報の伝達、生活物資の

配給、清掃等について、避難者、自主防災

組織、避難所運営について専門性を有した

ＮＰＯやボランティア等の協力が得られる

よう努める。 

ス ペットの取扱い 

必要に応じて、ペットの飼養場所の確保

に努めるものとし、避難者が避難所へペッ

トを連れてきた場合は、「避難所ペット登録

台帳」に登録するとともに、飼養場所や飼



- 12 - 

現行 修正案 

養ルールを飼い主及び避難者へ周知・徹底

を図る。また、飼い主等からのペットの一

時預かり要望への対応等について、獣医師

会や動物取扱業者等から必要な支援が受け

られるよう、連携に努めるものとする。 

セ 避難の長期化に伴う対応 

避難の長期化等必要に応じて、以下の項

目等の把握に努め、栄養バランスのとれた

適温の食事や、入浴、洗濯等の生活に必要

となる水の確保、福祉的な支援の実施な

ど、必要な措置を講じるよう努めるものと

する。 

   (ア)プライバシーの確保状況 

   (イ)入浴施設設置の有無及び利用頻度 

   (ウ)洗濯等の頻度 

   (エ)医師、保健師、看護師、管理栄養士

等による巡回の頻度 

   (オ)暑さ・寒さ対策の必要性 

   (カ)食料の確保、配食等の状況 

   (キ)し尿及びごみの処理状況 

   (ク)避難者の健康状態 

   (ケ)指定避難所の衛星状態 

ソ 公衆衛生の向上のための事業者団体への

要請 

市は、災害発生後、一定期間が経過し、

避難所の被災者に対する理容及び美容の提

供、被災者に対する入浴の提供、及び避難

所等で被災者が使用する自治体所有の毛

布、シーツ等のクリーニングの提供を必要

とする場合は、県が締結した「生活衛生同

業組合との災害時における被災者支援に関

する協定」に基づき、県を通じ生活衛生同

業組合へ要請する。避難所の衛生的な環境

の確保が困難となった場合は、県が締結し

た「災害時における避難所等の清掃業務の

支援に関する協定」に基づき、県を通じ一

般社団法人愛知ビルメンテナンス協会へ業

務の提供を要請する等避難所の公衆衛生の

向上に努めるものとする。 

タ 感染症対策 

市は、被災地において感染症の発生、拡

大がみられる場合は、防災担当部局と保健

福祉担当部局が連携して、感染症対策とし

て必要な措置を講じるよう努めるものとす
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る。 
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地震・津波編（P79） 

現行 修正案 

第 1 節 避難所の指定・整備等 第１節 避難所の指定・整備等 

１ 市における措置 

⑴  避難所等の整備 

詳細については、風水害等災害対策計画 

第２編 第８章 第１節「避難所の指定・

整備等 １⑴避難所等の整備」の定めると

ころによる。（P67） 

⑵ 指定避難所の指定 

   詳細については、風水害等災害対策計画 

第２編 第８章 第１節「避難所の指定・

整備等 １⑵指定避難所の指定」の定める

ところによる。（P67） 

<一人当たりの必要占有面積> 

１ ㎡

／人 

発災直後の一時的避難段階

で座った状態程度の占有面

積 

２ ㎡

／人 

緊急対応初期の段階での就

寝可能な占有面積 

３ ㎡

／人 

避難所生活が長期化し、荷

物置き場を含めた占有面積 

※ 介護が必要な要配慮者のスペース

規模は、収容配置上の工夫を行う。また

避難者の状況に応じた必要な規模の確保

に努める必要がある。 

＜新型コロナウイルス感染症対応時の必要占有

面積＞ 

一家族が、目安で３ｍ×３ｍの１区画を使

用し、各区画（一家族）の距離は１～２ｍ

以上空ける（※人数に応じて区画の広さは

調整する。）。 

 

ア 指定避難所となる施設において、あら

かじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所

の確保、通信設備の整備等を進めるもの

とする。 

イ 上記アの基準に加え、避難所として指

定する施設は、耐震性、耐火性の確保、

天井等の非構造部材の耐震対策を図ると

ともに、バリアフリー化しておくことが

望ましい。 

ウ 指定に当たっては、原則として、防災

関係機関、教育機関の管理諸室、病院等

医療救護施設、ヘリポート、物資集配拠

１ 市における措置 

⑵  避難所等の整備 

詳細については、風水害等災害対策計画 

第２編 第８章 第１節「避難所の指定・

整備等 １⑴避難所等の整備」の定めると

ころによる。（P71） 

⑵ 指定避難所の指定 

   詳細については、風水害等災害対策計画 

第２編 第８章 第１節「避難所の指定・

整備等 １⑵指定避難所の指定」の定める

ところによる。（P71） 

ア 指定避難所となる施設において、あら

かじめ、必要な機能を整理し、避難所内

の空間配置図やレイアウト図などの施設

の利用計画を作成するよう努める。ま

た、備蓄場所の確保、通信設備の整備等

を進めるものとする。 

イ 上記アの基準に加え、避難所として指

定する施設は、耐震性、耐火性の確保、

天井等の非構造部材の耐震対策を図ると

ともに、バリアフリー化しておくことが

望ましい。 

ウ 内閣府が作成した「避難生活における

良好な生活環境の確保に向けた取組指

針」を踏まえ、避難者の居住スペースを

確保するものとする。「避難生活における

「指定に当たっては、原則として、防災

関係機関、教育機関の管理諸室、病院等

医療救護施設、ヘリポート、物資集配拠

点などの災害対策に必要な施設を避難所

として使用しないこととする。また、災

害発生時に複数の避難者がやむを得ず指

定避難所以外の施設に避難した場合は、

その場所を新たに避難所として追認、登

録することが必要である。 

エ 市は、指定管理施設を指定避難所とす

る場合には、施設の設置者及び指定管理

者との間で、あらかじめ避難所運営に関

する役割分担等を明確にしておくものと

する。 

オ 指定緊急避難場所と指定避難所は相互

に兼ねることができるが、指定緊急避難
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点などの災害対策に必要な施設を避難所

として使用しないこととする。また、災

害発生時に複数の避難者がやむを得ず指

定避難所以外の施設に避難した場合は、

その場所を新たに避難所として追認、登

録することが必要である。 

エ 市は、指定管理施設を指定避難所とす

る場合には、施設の設置者及び指定管理

者との間で、あらかじめ避難所運営に関

する役割分担等を明確にしておくものと

する。 

オ （追記） 

 ⑶ （追記）福祉避難所の整備 

  ア 市は、指定避難所内の一般避難スペー

スでは生活することが困難な障害者、医療

的ケア  

   を必要とする者等の要配慮者のため、必

要に応じて、福祉避難所として指定避難

所を指定するよう努めるものとする。特

に、医療的ケアを必要とする者に対して

は、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の

電源確保等について必要な配慮をするよ

う努めるものとする。 

  イ 市は、福祉避難所として要配慮者を滞

在させることが想定される施設にあって

は、要配慮者の円滑な利用を確保するた

めの措置が講じられており、また、災害

が発生した場合において要配慮者が相談

等の支援を受けることができる体制が整

備され、主として要配慮者を体制が整備

され、主として要配慮者を滞在させるた

めに必要な居室が可能な限り確保される

ものを指定するものとする。特に、要配

慮者に対して円滑な情報伝達ができるよ

う、 

   多様な情報伝達手段の確保に努めるもの

とする。 

  ウ 指定緊急避難場所と指定避難所は相互

に兼ねることができるが、指定緊急避難

場所と指定避難所が相互に兼ねる場合に

おいては、特定の災害においては当該施

設に避難することが不適当である場合が

あることを日頃から住民等へ周知徹底す

るよう努めるものとする。 

場所と指定避難所が相互に兼ねる場合に

おいては、特定の災害においては当該施

設に避難することが不適当である場合が

あることを日頃から住民等へ周知徹底す

るよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 指定福祉避難所の指定 

  ア 市は、指定一般避難所内では生活する

ことが困難な障害者、医療的ケアを必要と

する者等の要配慮者のため、必要に応じ

て、指定福祉避難所として指定するよう努

めるものとする。特に、医療的ケアを必要

とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器

等の医療機器の電源確保等について必要な

配慮をするよう努めるものとする。 

  イ 市は、指定福祉避難所として要配慮者

を滞在させることが想定される施設に

あっては、要配慮者の円滑な利用を確保

するための措置が講じられており、ま

た、災害が発生した場合において要配慮

者が相談等の支援を受けることができる

体制が整備され、主として要配慮者を体

制が整備され、主として要配慮者を滞在

させるために必要な居室が可能な限り確

保されるものを指定するものとする。特

に、要配慮者に対して円滑な情報伝達が

できるよう、 

   多様な情報伝達手段の確保に努めるもの

とする。 

  ウ 市は、指定福祉避難所について、受入

れを想定していない避難者が避難してく

ることがないよう、必要に応じて、あら

かじめ指定避難所として指定する際に、

受入れ対象者を特定して公示するものと

する。 

  エ 市は、前述の公示を活用しつつ、指定

福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を

事前に調整の上、個別避難計画等を作成
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  エ 市は、指定福祉避難所について、受入

れを想定していない避難者が避難してく

ることがないよう、必要に応じて、あら

かじめ福祉避難所として指定避難所を指

定する際に、受入れ対象者を特定して公

示するものとする。 

  オ 市は、前述の公示を活用しつつ、福祉

避難所で受け入れるべき要配慮者を事前

に調整の上、個別避難計画等を作成し、

要配慮者が、避難が必要となった際に福

祉避難所へ直接避難することができるも

のとする。 

⑷ 避難所が備えるべき設備の整備 

避難所には、内閣府が作成した「避難

所における良好な生活環境の確保に向け

た取組指針」を踏まえ、テント、仮設ト

イレ、マンホールトイレ、毛布、段ボー

ルベッド、パーティション等の整備を図

るとともに、マスク、消毒液の備蓄に努

める。さらに、空調、洋式トイレなど要

配慮者にも配慮した施設・設備の整備に

努める。 

なお、バリアフリー化がされていない施

設を避難所とした場合には、要配慮者が利

用しやすいよう障がい者用トイレ、スロー

プ等の仮設に努める。 

また、必要に応じ指定避難所の電力容量

の拡大に努めるとともに、緊急時に有効な

次の設備について、平常時から避難所等に

備え付け、利用できるよう整備しておくよ

う努めていく。 

ア 情報受発信手段の整備：防災行政無

線、携帯電話、（追加）ファクシミリ、パ

ソコン、拡声器、コピー機、テレビ、携

帯ラジオ、ホワイトボード、公衆無線LAN

等 

イ 運営事務機能の整備：コピー機、パソ

コン、避難所を運営するためのシステ

ム、業務用ネットワーク等 

ウ バックアップ設備の整備：投光器、再

生可能エネルギーの活用を含めた非常用

発電設備等 

⑸ 避難所の破損等への備え 

市は、避難所として指定した施設等の破

し、要配慮者が、避難が必要となった際

に指定福祉避難所へ直接避難することが

できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 避難所が備えるべき設備の整備 

避難所には、内閣府が作成した「避難

生活における良好な生活環境の確保に向

けた取組指針」を踏まえ、給水タンク、

貯水槽、防災井戸、テント、仮設トイ

レ、マンホールトイレ、毛布、段ボール

ベッド、パーティション炊き出し設備、

入浴設備等の整備を図るとともに、マス

ク、消毒液の備蓄に努める。さらに、空

調、洋式トイレなど要配慮者にも配慮し

た施設・設備の整備に努める。 

なお、バリアフリー化がされていない施

設を避難所とした場合には、要配慮者が利

用しやすいよう障がい者用トイレ、スロー

プ等の仮設に努める。 

また、必要に応じ指定避難所の電力容量

の拡大に努めるとともに、緊急時に有効な

次の設備について、平常時から避難所等に

備え付け、利用できるよう整備しておくよ

う努めていく。 

ア 情報受発信手段の整備：防災行政無

線、携帯電話、衛星通信を活用したイン

ターネット機器、ファクシミリ、パソコ

ン、拡声器、コピー機、テレビ、携帯ラ

ジオ、ホワイトボード、公衆無線 LAN 等 

イ 運営事務機能の整備：コピー機、パソ

コン、避難所を運営するためのシステ

ム、業務用ネットワーク等 

ウ バックアップ設備の整備：投光器、再

生可能エネルギーの活用を含めた非常用

発電設備等 

⑸ 避難所の破損等への備え 
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損に備えて、避難用テントの備蓄等を図る。 

⑹ 避難所の運営体制の整備 

ア 市は、県が作成した「愛知県避難所運

営マニュアル」や「妊産婦・乳幼児を守

る災害時ガイドライン」などを参考に、

各地域の実情を踏まえ、避難所ごとに運

営体制の整備を図るものとする。 

イ 市は、マニュアルの作成、訓練等を通

じて、避難所の運営管理のために必要な

知識等の普及に努め、市民等が主体的に

避難所を運営できるように配慮する。 

  また、避難生活支援に関する知見やノ

ウハウを有する地域の人材の確保・育成

に努める 

 ものとする。さらに、避難生活支援に関

する知見やノウハウを有する地域の人材

にたいして協力を求めるなど、地域全体

で避難者を支えることができるよう留意

すること。 

ウ 避難所においては、多種多様な問題が

発生することが予想されるため、各地域

ごとの実情を踏まえた避難所の運営体制

の整備を図るものとする。 

なお、避難所の運営にあたっては、現

に避難所に滞在する市民だけでなく、在

宅や車中、テントなどでの避難生活を余

儀なくされる市民への支援も念頭に置い

た運営体制を検討する。 

エ 市は、避難所でのペット同行避難者の

受入体制について検討する。 

オ 市は、避難所に避難したホームレスに

ついて、住民票の有無等に関わらず適切

に受け入れられるよう、地域の実情や他

の避難者の心情等について勘案しなが

ら、あらかじめ受け入れる方策について

定めるよう努めるものとする。 

カ 新型コロナウイルス感染症を含む感染

症対策について、感染症患者が発生した

場合の対応を含め、県が作成した「避難

所における新型コロナウイルス感染拡大

予防ガイドライン」などを参考に、平常

時から防災担当部局と保健福祉担当部局

が連携して取組を進めるとともに、必要

な場合には、ホテルや旅館等の活用等を

市は、避難所として指定した施設等の破

損に備えて、避難用テントの備蓄等を図る。 

⑹ 避難所の運営体制の整備 

ア 市は、県が作成した「愛知県避難所運

営マニュアル」や「妊産婦・乳幼児を守

る災害時ガイドライン」などを参考に、

各地域の実情を踏まえ、避難所ごとに運

営体制の整備を図るものとする。 

イ 市は、マニュアルの作成、訓練等を通

じて、避難所の運営管理のために必要な

知識等の普及に努め、市民等が主体的に

避難所を運営できるように配慮する。 

  また、避難生活支援に関する知見やノ

ウハウを有する地域の人材の確保・育成

に努める 

 ものとする。さらに、避難生活支援に関

する知見やノウハウを有する地域の人材

にたいして協力を求めるなど、地域全体

で避難者を支えることができるよう留意

すること。 

ウ 避難所においては、多種多様な問題が

発生することが予想されるため、各地域

ごとの実情を踏まえた避難所の運営体制

の整備を図るものとする。 

なお、避難所の運営にあたっては、現

に避難所に滞在する市民だけでなく、在

宅や車中、テントなどでの避難生活を余

儀なくされる市民への支援も念頭に置い

た運営体制を検討する。 

エ 市は、避難所でのペット同行避難者の

受入体制について検討し、受入体制を住

民へ周知徹底する。 

オ 市は、避難所に避難したホームレスに

ついて、住民票の有無等に関わらず適切

に受け入れられるよう、地域の実情や他

の避難者の心情等について勘案しなが

ら、あらかじめ受け入れる方策について

定めるよう努めるものとする。 

カ （削除）感染症対策について、（削除）

平常時から防災担当部局と保健福祉担当

部局が連携して取組を進めるとともに、

必要な場合には、ホテルや旅館等の活用

等を含めて、可能な限り多くの避難所の

開設に努めるものとする。 
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現行 修正案 

含めて、可能な限り多くの避難所の開設

に努めるものとする。 

キ 新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の拡大のおそれがある状況下での災害

対応に備え、感染症対策に配慮した避難

所開設・運営訓練を積極的に実施するも

のとする。 

 （追記） 

 

キ （削除）感染症を含む感染症の拡大の

おそれがある状況下での災害対応に備

え、感染症対策に配慮した避難所開設・

運営訓練を積極的に実施するものとす

る。 

 

 

  (7) 避難者等の情報把握 

   市は、保健師、福祉関係者、ＮＰО等の

様々な主体が地域の実情に応じて実施し

ている避難者等の状況把握の取組を円滑

に行うことができるよう事前に実施主体

間の調整を行うとともに、状況把握が必

要な対象者や優先順位付け、個人情報の

利用目的や共有範囲について、あらかじ

め、検討するよう努めるものとする。 

 (8)避難所以外で避難生活を送る避難者等へ

の支援 

  ア 市は、在宅避難者等が発生する場合

や、避難所のみで避難所等を受け入れる

ことが困難となる場合に備えて、あらか

じめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等

が利用しやすい場所に在宅避難者等の支

援のための拠点を設置すること等、在宅

避難者等の支援方策を検討するよう努め

るものとする。 

イ 市は、やむを得ず車中泊により避難生

活を送る避難者が発生する場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、車

中泊避難を行うためのスペースを設置す

ること等、車中泊避難者の支援方策を検

討するよう努めるものとする。その際、

車中泊を行うに当たっての健康上の留意

点等の広報や車中泊避難者の支援に必要

な備蓄に努めるものとする。 
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地震・津波編（P151） 

現行 修正案 

第１節 避難所の開設・運営 第 1節 避難所の開設・運営 

第２節 防疫・保健衛生 

⑴ 避難の状況の把握 

災害時有線電話を活用して、施設管理者

からの被災者の避難状況を把握する。ま

た、休日、勤務時間外に地震が発生した場

合は、参集職員が最寄りの避難所に立ち寄

り、被災者の避難状況を把握する。 

附属資料  指定避難所一覧 

 

⑵ 開設予定避難所の安全性の確保 

避難所開設に先立ち、避難予定施設が余

震等の二次災害の危険のおそれがあるかど

うか、次により施設の安全性を確認する。 

ア 施設管理者によるチェック 

避難予定施設の管理者は、地震発生後

速やかに目視等により施設の安全性を確

認し、調査結果をあま市災害対策本部に

報告する。 

イ 応急危険度判定士によるチェック 

応急危険度判定士を開設予定避難所に

派遣し、施設の安全性を確認する。応急

危険度判定士が不足する場合には、県支

援本部に応援を要請する。 

⑶ 職員の派遣 

市は、施設管理者からの情報又は参集職

員等の情報に基づき、開設可能な施設の中

から避難所開設の必要度の高い所から順

次、職員を派遣し、避難所の開設に必要な

業務にあたらせるものとする。 

⑷ 学校機能の早期回復 

大規模な地震災害により避難所を開設し

た場合は、避難生活が長期化するおそれがあ

る。 

避難所が学校である場合は、避難者の立

入禁止区域を設定するなど、避難者と児童

生徒等との住み分けを行い、あるいは仮設

住宅を早期に建設して学校機能の早期回復

に配慮する。 

⑸ 避難者のプライバシー確保 

避難生活が長期に及ぶほど、プライバ

シーの確保が重要となるので、仕切り板の

1 市における措置  

⑴ 避難の状況の把握 

災害時有線電話を活用して、施設管理者

からの被災者の避難状況を把握する。ま

た、休日、勤務時間外に地震が発生した場

合は、参集職員が最寄りの避難所に立ち寄

り、被災者の避難状況を把握する。 

附属資料  指定避難所一覧 

 

⑵ 開設予定避難所の安全性の確保 

避難所開設に先立ち、避難予定施設が余

震等の二次災害の危険のおそれがあるかど

うか、次により施設の安全性を確認する。 

ア 施設管理者によるチェック 

避難予定施設の管理者は、地震発生後

速やかに目視等により施設の安全性を確

認し、調査結果をあま市災害対策本部に

報告する。 

イ 応急危険度判定士によるチェック 

応急危険度判定士を開設予定避難所に

派遣し、施設の安全性を確認する。応急

危険度判定士が不足する場合には、県支

援本部に応援を要請する。 

⑶ 職員の派遣 

市は、施設管理者からの情報又は参集職

員等の情報に基づき、開設可能な施設の中

から避難所開設の必要度の高い所から順

次、職員を派遣し、避難所の開設に必要な

業務にあたらせるものとする。 

⑷ 学校機能の早期回復 

大規模な地震災害により避難所を開設し

た場合は、避難生活が長期化するおそれがあ

る。 

避難所が学校である場合は、避難者の立

入禁止区域を設定するなど、避難者と児童

生徒等との住み分けを行い、あるいは仮設

住宅を早期に建設して学校機能の早期回復

に配慮する。 

⑸ 避難者のプライバシー確保 

避難生活が長期に及ぶほど、プライバ

シーの確保が重要となるので、仕切り板の
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現行 修正案 

設置など避難者への配慮を行う。（追記） 

⑹ 避難者による自治組織発足の支援 

避難所の運営に当たって、避難生活が長

期に及ぶ場合には避難者主体の自治組織の

発足を促し、集団避難生活における申合せ

事項等が自主的に作られるよう支援する。 

また、避難所における情報の伝達、食

糧、飲料水等の配布、清掃等について、各

避難所の自治組織の協力を得て、避難者主

体による自主的な管理運営がなされるよう

努める。また、必要に応じてボランティア

等に対して協力を求める。 

 

その他、詳細については、風水害等災害対

策計画 第３編 第９章 第１節「避難所の

開設・運営」の定めるところによる。（P175） 

対策」参照のこと。（P90） 

 

設置など避難者への配慮を行う。そのた

め、避難所開設当初からパーティションや

段ボールベッド等の簡易ベッドを把握する

よう努めるとともに、食事供与の状況、ト

イレの設置状況等の把握に努め、必要な対

策を講じること。 

⑹ 避難者による自治組織発足の支援 

避難所の運営に当たって、避難生活が長

期に及ぶ場合には避難者主体の自治組織の

発足を促し、集団避難生活における申合せ

事項等が自主的に作られるよう支援する。 

また、避難所における情報の伝達、食

糧、飲料水等の配布、清掃等について、各

避難所の自治組織の協力を得て、避難者主

体による自主的な管理運営がなされるよう

努める。また、必要に応じてボランティア

等に対して協力を求める。 

 

その他、詳細については、風水害等災害対

策計画 第３編 第９章 第１節「避難所の

開設・運営」の定めるところによる。（P179） 
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２．情報の収集・連絡体制の整備に係る修正 

  

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等編  第２編 第７章 防災施設・整備、災害用資機材及び体制の整備 

■地震・津波編 第２編 第 10 章 防災施設・整備、災害用資機材及び体制の整備 

風水害編（P59） 

現行 修正案 

第1節 防災施設・整備及び災害用資機材の整備 第1節 防災施設・整備及び災害用資機材の整備 

5 情報の収集・連絡体制の整備等 

⑴ 情報の収集・連絡体制 

市は、迅速かつ的確な災害情報の収集・

連絡の重要性にかんがみ、被災現場等にお

いて情報の収集・連絡にあたる要員をあら

かじめ指定しておくとともに、必要に応じ

航空機、無人航空機、船、車両等の多様な

情報収集手段を活用できる体制の整備を推

進する。 

⑵ 通信手段の確保 

ア 通信施設の防災構造化等 

市、県及び防災関係機関は、通信施設

の災害に対する安全性の確保、停電対策

及び危険分散、通信路の多ルート化、通

信ケーブルの地中化の促進、有線・無線

化、地上・衛星系によるバックアップ対

策、デジタル化の促進、定期的な訓練等

を通じた平常時からの連携体制の構築な

ど、大規模停電時も含め災害時に通信手

段が確保できるよう通信施設を防災構造

化するほか、電気通信回線は、災害時の

使用を考慮し、十分な回線容量を確保す

る。 

イ 通信施設の非常用発電機 

万一通信施設に被害が発生した場合に

備え、非常用電源設備を、耐震性があ

り、かつ浸水する危険性が低い等堅固な

場所（風水害においては浸水する危険性

が低い場所）に整備し、その保守点検等

を実施する。 

ウ 耐震通信施設、災害対策用指揮車及び

可搬型衛星通信局の整備 

大規模災害時の通信が途絶した場合に

備えて、県は、耐震通信施設及び災害対

策用指揮車、可搬型衛星通信局の整備を

行い、通信体制の確保に努める。 

5 情報の収集・連絡体制の整備等 

⑴ 情報の収集・連絡体制 

市は、迅速かつ的確な災害情報の収集・

連絡の重要性にかんがみ、被災現場等にお

いて情報の収集・連絡にあたる要員をあら

かじめ指定しておくとともに、必要に応じ

航空機、無人航空機、船、車両等の多様な

情報収集手段を活用できる体制の整備を推

進する。 

⑵ 通信手段の確保 

ア 通信施設の防災構造化等 

市、県及び防災関係機関は、通信施設

の災害に対する安全性の確保、停電対策

及び危険分散、通信路の多ルート化、通

信ケーブルの地中化の促進、有線・無線

化、地上・衛星系によるバックアップ対

策、デジタル化の促進、定期的な訓練等

を通じた平常時からの連携体制の構築な

ど、大規模停電時も含め災害時に通信手

段が確保できるよう通信施設を防災構造

化するほか、電気通信回線は、災害時の

使用を考慮し、十分な回線容量を確保す

る。 

イ 通信施設の非常用発電機 

万一通信施設に被害が発生した場合に

備え、非常用電源設備を、耐震性があ

り、かつ浸水する危険性が低い等堅固な

場所（風水害においては浸水する危険性

が低い場所）に整備し、その保守点検等

を実施する。 

ウ 耐震通信施設、災害対策用指揮車及び

可搬型衛星通信局の整備 

大規模災害時の通信が途絶した場合に

備えて、県は、耐震通信施設及び災害対

策用指揮車、可搬型衛星通信局の整備を

行い、通信体制の確保に努める。 
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現行 修正案 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

⑶ 被災者等への情報伝達 

電気事業者は、停電時にインターネット

等を使用できない被災者に対する被害情報

等の伝達に係る体制の整備に努めるものと

する。 

また、通信事業者は、通信の仕組みや代

替通信手段の提供等について利用者への周

知に努めるとともに、通信障害が発生した

場合の被災者に対する情報提供体制の整備

を図るものとする。 

 

  エ 衛星通信を活用したインターネット機

器の整備、活用 

    市、県及び防災関係機関は、通信が途

絶している地域で、部隊や派遣職員等が

活動する場合を想定し、衛星通信を活用

したインターネット機器の整備、活用に

努める。 

⑶ 被災者等への情報伝達 

電気事業者は、停電時にインターネット

等を使用できない被災者に対する被害情報

等の伝達に係る体制の整備に努めるものと

する。 

また、通信事業者は、通信の仕組みや代

替通信手段の提供等について利用者への周

知に努めるとともに、通信障害が発生した

場合の被災者に対する情報提供体制の整備

を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震・津波編（P152） 

現行 修正案 

第１節 避難所の開設・運営 第 1節 避難所の開設・運営 

1 市における措置 

⑸ 避難者のプライバシー確保 

避難生活が長期に及ぶほど、プライバ

シーの確保が重要となるので、仕切り板の

設置など避難者への配慮を行う。（追記） 

 

1 市における措置  

⑸ 避難者のプライバシー確保 

避難生活が長期に及ぶほど、プライバ

シーの確保が重要となるので、仕切り板の

設置など避難者への配慮を行う。そのた

め、避難所開設当初からパーティションや

段ボールベッド等の簡易ベッドを設置する

よう努めるとともに、食事供与の状況、ト

イレの設置状況等の把握に努め、必要な対

策を講じること。 

 

 


